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資
料
も
な
く
条
例
案
を
出
さ
れ

て
も
判
断
で
き
な
い
の
で
、
根
拠

条
例
な
ど
を
頂
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　

　

資
料
は
、
職
員
組
合
と
の
調
整

が
先
週
金
曜
日
ま
で
か
か
り
、
具

体
的
な
資
料
が
出
せ
な
い
ま
ま
と

な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
国

の
減
額
率
よ
り
下
回
っ
て
い
る
。

　

来
年
３
月
末
ま
で
な
の
で
、
今

年
度
退
職
す
る
職
員
の
年
金
、
退

職
金
等
へ
の
影
響
は
な
い
の
か
。

　

年
金
、
退
職
金
は
現
行
の
制
度

で
算
定
す
る
の
で
影
響
は
な
い
。

　

黒
潮
町
職
員
の
給
与
の
臨
時
特

　

例
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

国
か
ら
国
家
公
務
員
の
給
与
の

改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
の
給
与

減
額
支
給
措
置
を
踏
ま
え
、
各
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
国
に
準

じ
た
措
置
を
と
の
要
請
を
受
け
、

黒
潮
町
特
別
職
及
び
職
員
の
給
与

減
額
措
置
を
行
う
も
の
。

　

主
な
内
容
は
、
地
方
交
付
税
の

減
額
分
が
３
１
０
０
万
円
程
度
と

の
見
込
み
を
受
け
、
職
員
は
2.3
％

か
ら
6.3
％
、
特
別
職
の
職
員
は
、

現
状
に
加
え
、
町
長
は
10
％
、
副

町
長
と
教
育
長
は
５
％
を
上
乗
せ

し
減
額
す
る
も
の
。

　

実
施
期
間
は
、
平
成
25
年
７
月

か
ら
平
成
26
年
３
月
ま
で
の
９
カ

月
間
。
対
象
職
員
は
２
０
０
人
で
、

職
員
一
人
当
た
り
の
削
減
額
は
平

均
約
１
５
万
円
弱
で
、
合
計
で
３

０
８
０
万
円
強
の
減
額
と
な
る
見

込
み
。  

　
　

（
賛
成
少
数
・
否
決
）

反
対
討
論
　

宮
地
　

葉
子
議
員

　

公
務
員
の
給
与
は
人
事
院
勧
告

で
決
め
る
と
い
う
制
度
そ
の
も
の

を
無
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方

自
治
や
地
方
分
権
の
精
神
に
も
反

し
て
い
る
。

反
対
討
論
　

藤
本
　

岩
義
議
員

　

町
内
の
多
く
の
企
業
の
給
料
等

に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
町

の
職
員
の
給
料
を
下
げ
る
こ
と

は
、
町
の
経
済
も
影
響
し
て
く
る

で
あ
ろ
う
し
、
町
の
職
員
の
士
気

に
も
影
響
す
る
と
思
う
。

　

ま
た
、
高
知
県
内
で
一
番
大
き

い
高
知
市
は
今
回
見
送
っ
て
い
る
。

賛
成
討
論
　

下
村
　

勝
幸
議
員

　

国
家
公
務
員
の
給
与
減
額
の
中

で
、
町
職
員
と
の
給
与
バ
ラ
ン
ス

を
考
え
た
場
合
、
削
減
は
致
し
方

な
く
、
そ
の
給
与
バ
ラ
ン
ス
も
最

低
限
に
と
ど
め
て
い
る
。

反
対
討
論
　

明
神
　

照
男
議
員

　

町
に
金
が
来
な
い
の
だ
か
ら
、

ど
っ
か
を
絞
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
今
、

国
も
、
民
間
の
給
料
を
上
げ
よ
う

と
す
る
と
き
に
公
務
員
の
給
料
を

下
げ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。

賛
成
討
論
　

西
村
　

將
伸
議
員

　

国
家
公
務
員
の
7.8
％
の
減
額
は
、

東
日
本
大
震
災
の
復
興
財
源
に
充

て
る
の
が
目
的
と
の
こ
と
。

　

町
の
職
員
の
給
与
削
減
に
よ
る

３
１
０
０
万
円
は
、
黒
潮
町
の
防

災
対
策
に
使
わ
れ
る
の
だ
と
思

う
。そ
う
い
っ
た
目
的
で
あ
れ
ば
、

住
民
が
こ
の
結
果
を
ど
う
感
じ
る

か
。
私
は
そ
の
方
が
大
事
だ
と

思
っ
て
い
る
。

反
対
討
論
　

坂
本
　

あ
や
議
員

　

町
は
、
本
当
に
大
変
な
時
期
を

迎
え
、
町
長
は
じ
め
執
行
部
の
皆

さ
ん
が
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
い

る
時
期
に
そ
う
い
う
決
断
し
て
は

い
け
な
い
。
ま
た
、
国
が
地
方
分

権
と
言
い
な
が
ら
こ
う
し
た
形
で

地
方
の
給
料
に
ま
で
言
及
し
て
く

る
こ
と
に
、
私
た
ち
議
員
は
、
地

方
の
思
い
を
挙
げ
て
い
く
べ
き
だ

と
思
う
。

　

黒
潮
町
水
産
加
工
施
設
の

　

浄
化
槽
修
繕
費
負
担
の
和
解

　

水
産
加
工
施
設
の
修
繕
費
負
担

は
、
平
成
24
年
に
破
産
し
た
土
佐

鰹
水
産
（株）
が
町
よ
り
借
り
て
い
た

同
施
設
の
浄
化
槽
に
不
具
合
が

あ
っ
た
問
題
で
、
町
が
支
払
っ
た

修
繕
費
１
３
５
万
円
を
、
町
と
同

社
破
産
管
財
人
が
折
半
す
る
和
解

に
対
し
、
議
会
の
同
意
を
求
め
た

も
の
。
　

  

　
　

  

（
賛
成
・
全
員
）

　　

町
は
債
権
と
し
て
２
４
０
０
万

円
請
求
し
た
が
、
結
果
と
し
て
６

８
万
円
弱
で
和
解
を
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
良
い
の
か
。

　

ま
た
、
浄
化
槽
は
新
規
交
換
が

必
要
で
あ
る
機
器
類
だ
が
５
年
ご

と
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
と
あ
る

が
、
今
後
の
予
定
は
。
こ
の
和
解

は
浄
化
槽
の
問
題
だ
け
な
の
か
ど

う
か
。

　
　

浜
田
　

海
洋
森
林
課
長

　

浄
化
槽
の
耐
用
年
数
が
な
く
、

町
が
工
場
の
再
開
に
向
け
て
修
繕

し
た
費
用
１
３
０
万
円
強
の
半
額

矢
野
　

昭
三
議
員

藤
本
　

岩
義
議
員

植
田
　

副
町
長

武
政
　

総
務
課
長

明
神
　

照
男
議
員

町
職
員
の
給
与
引
き
下
げ

　
　
　
　

賛
成
７
・
反
対
８
で
否
決

討 

論

武政　総務課長

質 

疑

質 

疑


